
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

   西鈴蘭台ポンプ場太陽光設備改修工事 (設No.２２－１８) 

 契約変更後の工事概要 

１． 契約金額の変更 

(1) アスベスト分析調査の追加（増１式） 

(2) アスベスト含有Ｐタイル撤去・処分の追加（増１式） 

(3) Ｐタイル貼り付けの追加（増１式） 

 

  

契約変更の理由 

１． 契約金額の変更 

(1) アスベストの目視調査で含有していないことが確認できなかったため 

試料を採取し分析を行うことが必要となった。 

(2) アスベスト分析調査の結果、Ｐタイル接着剤からアスベスト含有が判明したため 

Ｐタイルの撤去が必要となった。 

(3) Ｐタイル撤去を行ったためＰタイル張り付けが必要となった。 

 

（公表様式第６号） 


